
こども未来課からのお知らせ

申込・問い合わせ

　平成28年4月1日から新たに保育所（園）・へき地保育所の入所を希望される方は、受付期間内に申

込手続きを行ってください。

○申 込 期 間　　平成28年1月5日（火）～1月29日（金）まで
○受 付 場 所　　福祉事務所こども未来課、南・北福祉保健センター、

　　　　　　　　　上対馬振興部（住民生活課）、美津島・峰行政サービスセンター、

　　　　　　　　　各保育所、各へき地保育所

○申　込　書　　受付場所に用意しております。

○市内各保育所（園）募集定員

　福祉事務所　こども未来課　☎0920（58）2294
　北福祉保健センター　　　　☎0920（84）2313
　南福祉保健センター　　　　☎0920（53）6111

上対馬振興部　住民生活課　　☎0920（86）3112
美津島行政サービスセンター　☎0920（54）2271　
峰行政サービスセンター　　　☎0920（83）0304

平成28年度  保育所（園）・へき地保育所の入園児を募集します

問い合わせ

【第１次試験日】平成28年1月24日（日）　
【申込受付期間】平成27年12月7日（月）～平成28年1月6日（水）

試験区分 職　種 採用予定 受　　験　　資　　格

　昭和55年4月2日以降に生まれた人で、看護師の資
格を取得している人又は平成28年3月31日までに取得
見込みの人

資格免許職 若干名看 護 師

総務課からのお知らせ

総務部　総務課　☎ 0920（53）6111　　　　　　

あなたのチカラ、対馬に注いでみませんか？　対馬市職員（平成28年4月1日採用）
対馬市内の診療所等で働く“看護師”を募集しています！

保育所（園）名　 定  員 保育所（園）名　 定  員 保育所（園）名　 定  員

厳原南保育園

親愛こども園

（仮称）比田勝こども園

雞知保育所

豊玉南保育所

三根保育所

佐賀保育所

230名

160名

130名

120名

40名

40名

40名

仁田保育所

佐須奈保育所

久根へき地保育所

佐須へき地保育所

豆酘へき地保育所

大船越へき地保育所

小船越へき地保育所

40名

40名

30名

30名

25名

45名

30名

竹敷へき地保育所

西へき地保育所

仁位へき地保育所

乙宮へき地保育所

小綱へき地保育所

久原へき地保育所

一重へき地保育所

30名

30名

70名

35名

40名

30名

45名
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○資　　格　
（１）「工事並びに工事に関する調査、設計及び測量業務の契約に係る競争入札に参加しようとする
　　者の資格等を定める要綱（※1）」に規定する資格を有する者
（２）「物品の製造の請負・買入れ・修繕及び借入れ並びに役務の提供等の契約に係る競争入札に参
　　加しようとする者の資格等を定める要綱（※1）」に規定する資格を有する者
　　　　　　　　　　　　　　（※1）要綱については、対馬市ホームページを参照してください。

○受付場所…………対馬市交流センター4階　研修室（対馬市厳原町今屋敷661-3）
○資格の有効期間…平成28年4月1日から平成29年3月31日までの1年間
○申請書様式………中央公契連（国）の統一様式及び対馬市独自の様式による
○実施要領及び申請書独自様式の入手方法

　指定日に申請できない場合は、市外業者・市内業者の各期間中のいずれも午後に審査します。ただし、指

定日業者を優先的に審査いたしますので、多少お待ちいただく場合があります。

　予備日については、2月4日までにやむを得ない理由により申請できなかった業者に限ります。

○受付期間・方法
　受付は次の期間に限り行うものとし、審査時間は9:00～12:00と13:00～16:30とします。
　なお、郵送による受付は行いませんので、提出書類を作成した方で提出書類の記載内容全般に精通
した方が持参してください。

☎0920（53）6111

☎0920（54）2271

☎0920（58）1111

☎0920（83）0301

☎0920（84）2311

☎0920（86）3111

配　布　場　所 電　　　話

（１）必要な方は、下記の場所でお申し出ください。

（２）インターネット利用の場合…対馬市ホームページからダウンロードして入手できます。

総務部　財政課

美津島行政サービスセンター

中対馬振興部　地域振興課

峰行政サービスセンター

上県行政サービスセンター

上対馬振興部　地域振興課

平成28年度  対馬市建設工事・建設関連（コンサルタント）・
物品・役務の提供等の入札参加資格申請書審査を実施します

月 火 水 木 金 土 日

1/27

日（
市
外
業
者
）

商号の頭文字

日

商号の頭文字

日

商号の頭文字

1/14 1/15 1/16 1/17

マ・ヤ・ラ・ワ行

ア行 カ行 審査休み 審査休み

1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24

サ行 審査休み タ行 ナ行 ナ行 審査休み 審査休み

1/25 1/26

ハ行 審査休み

月 火 水 木 金 土 日

日
（
市
内
業
者
）

商号の頭文字

日

商号の頭文字

1/28 1/29 1/30 1/31

ア行 カ・サ行 審査休み 審査休み

2/1 2/2 2/3 2/4 2/5

タ行 審査休み ナ・ハ行 マ・ヤ・ラ・ワ行 予備日

対馬市厳原町国分1441

対馬市美津島町雞知甲550‐2

対馬市豊玉町仁位380

対馬市峰町三根451

対馬市上県町佐須奈甲567‐3

対馬市上対馬町比田勝575‐1

住　　　所

財政課からのお知らせ

問い合わせ 総務部　財政課　☎0920（53）6111
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農林・しいたけ課からのお知らせ

今年は豆酘みかんが豊作です

問い合わせ 農林水産部　農林・しいたけ課　☎0920（53）6111
　

　対馬暖流の影響で暖かい豆酘地区ではみかん栽
培が盛んです。
　今年は小高い丘の斜面いっぱいに、オレンジ色
のみかんがたわわに実っています。太陽の光を
たっぷり浴びて育った、甘くて美味しいみかんを
是非ご賞味ください。

今年のみ
かんも

とっても
甘いよ♪

市民協働・自然共生課からのお知らせ

問い合わせ 市民協働・自然共生課　☎0920（53）6111
　

　全国的に進む少子高齢社会のなか、地域の人口減少が大きな課題となりつつあります。こうした中で、
より住み良い地域づくりを行っていくためには、その地域の特性や実情に合わせて、地域住民や地域型
組織、テーマ型組織、事業者など様々な担い手が協力しながら、地域自らが地域課題に取り組んでいく
必要があります。
　そこで、地域住民が一体となって様々な地域課題の解決に取り組むためのきっかけづくりとしていた
だきたく、下記のとおり「地域づくり講演会」を開催いたします。
○日　　時　平成28年1月16日（土）13：30～15：20
○場　　所　上対馬総合センター　2階研修室
○内　　容　講　　演：演題　「共に創る住みよい対馬　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　～人、ものを生かす豊かさづくり～」
　　　　　　　　　　　講　師　佐賀大学名誉教授　長 安六氏（対馬市集落支援員）
　　　　　　活動発表：老稚園「いいとこ」 代表　辻 清美氏

地域みんなで考えましょう

地域づくり講演会を開催します

島おこし協働隊　活動報告会

　平成23年度より採用を行い、対馬市内において精力的に活動を行っております、島おこし協働隊の
活動発表を下記のとおり開催いたします。
　対馬の島おこしに従事するため日々努力を重ねている11名の熱意ある隊員たちの報告会に是非ご参
加ください。
○日　　時　平成28年1月31日（日）13：00～
○場　　所　対馬市交流センター　３階各会場
※隊員のプロフィール等については、対馬市ホームページや島おこし協働隊フェイスブックをご参照く
　ださい。　
　対馬市ホームページ　　　　　　http://www.city.tsushima.nagasaki.jp/web/post_332.html　
　島おこし協働隊フェイスブック　https://www.facebook.com/tsushimarangers
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対馬市宿日直警備員を募集します

○業 務 内 容　①火災・盗難防止等の庁舎保安警備
　　　　　　　②戸籍届出等に関する受領及び埋火葬許可に関する業務
　　　　　　　③その他必要な業務
○勤 務 場 所　対馬市美津島行政サービスセンター（美津島町雞知甲550-2）
○募 集 人 数　1名
○応 募 資 格　満64歳未満で心身ともに健康な方
　　　　　　　対馬市に住所を有する方
○雇 用 期 間　平成28年4月1日～平成29年3月31日まで
○勤 務 時 間　2名による交代制勤務
　　　　　　　平日…………………17：00～翌日8：45まで
　　　　　　　土・日・祝祭日……8：45～翌日8：45まで
○業務委託料　概ね、月額115,000円程度
○応 募 方 法　市販の履歴書（自筆・写真貼付）1通を下記申込先に持参または郵送
　　　　　　　※履歴書には必ず昼間連絡がとれる連絡先を記載のこと
○申 込 期 限　平成28年1月29日（金）17：00まで（郵送の場合は当日消印有効）
○選 考 方 法　書類審査及び面接による
○選 考 日 時　後日応募者に別途通知する

申込・問い合わせ 美津島行政サービスセンター　☎0920（54）2271
　　　　　　

美津島行政サービスセンターからのお知らせ

水産課からのお知らせ

漁師になりませんか？

問い合わせ 農林水産部　水産課（対馬市新規漁業者就業推進協議会事務局）☎0920（53）6111
　

○申 込 資 格　真に対馬市に定着して漁業を営もうという強い意志を有

する健康な人、かつ、漁業種類を問わず１年以上漁業経

験がなく、申込の受付時点で55歳以下の人（U・Iター

ン可）

○募 集 人 員　3名程度

○研　修　地　対馬管内の受け入れ可能な漁協

○研 修 内 容　①一本釣り、延縄漁業等の実践指導（仕掛けの作り方・餌の付け方・仕掛けの投入方法

　及び巻上方法・ロープワーク・船舶の操作方法等）

②定置漁業、養殖漁業等、雇用されて行う漁業の実践指導

○研修の特徴　収入がない研修中は、一定の要件を満たす研修者に生活費の補助制度あり

○研 修 期 間　研修開始から2年以内（1ヵ月当たり20日以上の研修を実施）

　　　　　　　※②の場合1年以内

○住　　　居　研修期間中の住居の斡旋が必要な方は別途ご相談ください。

○申 込 期 限　平成28年1月4日（月）

　　　　　　　※1　事業の詳細は対馬市HPをご覧ください。

　　　　　　　※2　研修を希望する場所の漁協と相談の上、申し込みください。
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市民課からのお知らせ

■「通知カード」が届いていない皆様へ
・「通知カード」がまだ届いていない方については、以下の理由が考えられます。

①郵便局に転送届を出されている場合（「転送不要」で郵送されているため配達されていません）

②10月5日以降に転居、転出などをされている場合（10月2日時点の住民票上の住所に郵送されて

いるため届いていない可能性があります）

③配達時に不在で、郵便局での保管期間（1週間）を経過した場合

・他にも理由が考えられますが、上記の場合は「通知カード」が市役所に返戻されております。随時

受け取りの案内を普通郵便で郵送しておりますが、返戻された「通知カード」は多数あるためご案

内が遅れる場合もございます。届いていない方については、市民課・各行政サービスセンター・各

振興部住民生活課までご連絡ください（各町で保管しております）。

■10月5日以降に転入された皆様へ
・10月5日以降に転入され、前住所で「通知カード」を受け取っていない方については、新しい対馬

市の住所が記載された「通知カード」が郵送されてきます。ただし、東京で作成後、郵送されます

ので、到着は他の皆様より遅れることとなりますのでご了承ください。

■「通知カード」の記載事項変更が必要なケース
・「通知カード」には、マイナンバー（個人番号）・氏名・生年月日・住所が記載されておりますが、

住所・氏の変更などがあった場合には、記載事項を変更する必要がありますので、市役所で届出を

行う際には該当する方の「通知カード」もお持ちください。

・既に、氏の変更、住所変更されている方についても、お手持ちの「通知カード」の記載内容が異な

る場合には、市役所窓口に「通知カード」をご持参ください。記載事項の変更を行います。

■「個人番号カード」の交付申請について
・「個人番号カード」は、写真付きで身分証明書や電子申告などにご利用いただけますが、必ず申請

書を提出しカードを取得する必要はありません。希望される方のみ申請ください。

■「個人番号カード」の申請、受取り方法について

①通知カードと一緒に郵送されてきた申請書を切り離して、必要事項を記入、押印してください。

②写真（パスポートサイズ）を貼付してください。

③同封されている返信用の封筒に入れて、ポストに投函してください。

④完成したカードが市役所に届き次第、受け取りの案内はがきを郵送します。

（カード作成は東京で作成されますので、完成まで時間を要します）

⑤市役所に来庁していただき、本人確認などを書類で行い、交付いたします。

（詳しくは、通知カードに同封されているパンフレットをご覧ください）

※申請書については記載されている氏名、住所などをご確認ください。現在の氏、住所などと異な
る場合は、市役所窓口で新しい申請書をお受け取りください。

■「住民基本台帳カード」について
・「住基カード」は12月まで新規発行、更新が可能ですが、平成２８年１月からは新規の発行、更新

は行うことができません。

・現在、「住基カード」をお持ちの方は、有効期限までは引き続きご利用できます。期限が切れた後

に「個人番号カード」の申請を行う事も可能です。

■「住基カード向け公的個人認証サービス電子証明書」について
・平成27年12月22日（火）17：00をもって、住基カード向けの電子証明書の新規発行、更新は終了

させていただきます。

電子申告などをご利用の方で、更新が必要な方は、お早めに手続きください。

なお、現在電子証明書の発行を受けている方におかれましては、住基カードと同様に電子証明書の

有効期限満了まで引き続きご利用できます。

・また、暗証番号入力誤りなどによりロックがかかった場合の窓口対応は、12月23日～1月3日まで

（予定）行うことができませんので、ご了承ください。

・平成28年1月から申請者に対して交付される「個人番号カード」にも同様の電子証明書の機能が搭

載されますので、希望される方は申請を行ってください。

　皆様のマイナンバーをお知らせする「通知カード」の
郵送が終了しました。まだ、届いていない方につきましては
下記をご覧ください。

マイナンバーのお知らせです（第5回）
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地域包括・医療対策課からのお知らせ

未来の「お医者さん」に奨学金を貸与します

申込・問い合わせ 保健部　地域包括・医療対策課　☎0920（58）1117

　全国的にも医師不足が深刻な問題となっていますが、対馬市においても医療体制の維持・充実は差し
迫った課題となっています。このような状況の解決策のひとつとして、将来市内医療機関で医師として
勤務を希望される方に対し、医学奨学資金を貸与します。
　この奨学資金制度の内容は、次のとおりです。
○貸 付 対 象　①将来、医師として市内の医療機関に勤務を希望する者

②学校教育法（昭和22年法律第26号）に規定する大学において医学を専攻する者、又
　は医師法（昭和23年法律第201号）第16条の２に規定する臨床研修を行う者

○貸 付 金 額　1ヶ月　8万円
○交 付 方 法　交付月は4月・7月・10月・1月の4期に分けて、3ヶ月分を奨学生名義の口座に振り込

みます。
○貸 付 期 間　貸与の決定を受けた日の属する月から正規の修学期間の終了する日の属する月まで
○返還の免除　貸し付けを受けた期間の2倍に相当する期間、市内医療機関に勤務したとき
○返　　　還　①退学、研修中止したとき
　　　　　　　②大学卒業後、臨床研修終了後、正当な理由がなく1年以内に医師免許を取得しな
　　　　　　　　かったとき
　　　　　　　③大学卒業後、臨床研修終了後、市内医療機関に勤務しなかったとき
　　　　　　　④市内医療機関において、医師の業務に従事した期間が奨学資金の貸与を受けた期間の
　　　　　　　　2倍に相当する期間に達しなかったとき
○連帯保証人　貸し付けを受けようとする方は保証人を2人立てなければなりません。
○応 募 方 法　次の書類を郵送または持参してください。
　　　　　　　①医学奨学資金貸与申請書
　　　　　　　②奨学生推薦書
　　　　　　　③健康診断書
　　　　　　　④戸籍謄本
　　　　　　　⑤連帯保証人となるべき者の保証書
○応　募　先　〒817-1201　対馬市豊玉町仁位380　
　　　　　　　　　　　　　　保健部　地域包括・医療対策課

問い合わせ 市民生活部　市民課　☎0920（53）6111

■「通知カード」が届いていない皆様へ
・「通知カード」がまだ届いていない方については、以下の理由が考えられます。

①郵便局に転送届を出されている場合（「転送不要」で郵送されているため配達されていません）

②10月5日以降に転居、転出などをされている場合（10月2日時点の住民票上の住所に郵送されて

いるため届いていない可能性があります）

③配達時に不在で、郵便局での保管期間（1週間）を経過した場合

・他にも理由が考えられますが、上記の場合は「通知カード」が市役所に返戻されております。随時

受け取りの案内を普通郵便で郵送しておりますが、返戻された「通知カード」は多数あるためご案

内が遅れる場合もございます。届いていない方については、市民課・各行政サービスセンター・各

振興部住民生活課までご連絡ください（各町で保管しております）。

■10月5日以降に転入された皆様へ
・10月5日以降に転入され、前住所で「通知カード」を受け取っていない方については、新しい対馬

市の住所が記載された「通知カード」が郵送されてきます。ただし、東京で作成後、郵送されます

ので、到着は他の皆様より遅れることとなりますのでご了承ください。

■「通知カード」の記載事項変更が必要なケース
・「通知カード」には、マイナンバー（個人番号）・氏名・生年月日・住所が記載されておりますが、

住所・氏の変更などがあった場合には、記載事項を変更する必要がありますので、市役所で届出を

行う際には該当する方の「通知カード」もお持ちください。

・既に、氏の変更、住所変更されている方についても、お手持ちの「通知カード」の記載内容が異な

る場合には、市役所窓口に「通知カード」をご持参ください。記載事項の変更を行います。

■「個人番号カード」の交付申請について
・「個人番号カード」は、写真付きで身分証明書や電子申告などにご利用いただけますが、必ず申請

書を提出しカードを取得する必要はありません。希望される方のみ申請ください。

■「個人番号カード」の申請、受取り方法について

①通知カードと一緒に郵送されてきた申請書を切り離して、必要事項を記入、押印してください。

②写真（パスポートサイズ）を貼付してください。

③同封されている返信用の封筒に入れて、ポストに投函してください。

④完成したカードが市役所に届き次第、受け取りの案内はがきを郵送します。

（カード作成は東京で作成されますので、完成まで時間を要します）

⑤市役所に来庁していただき、本人確認などを書類で行い、交付いたします。

（詳しくは、通知カードに同封されているパンフレットをご覧ください）

※申請書については記載されている氏名、住所などをご確認ください。現在の氏、住所などと異な
る場合は、市役所窓口で新しい申請書をお受け取りください。

■「住民基本台帳カード」について
・「住基カード」は12月まで新規発行、更新が可能ですが、平成２８年１月からは新規の発行、更新

は行うことができません。

・現在、「住基カード」をお持ちの方は、有効期限までは引き続きご利用できます。期限が切れた後

に「個人番号カード」の申請を行う事も可能です。

■「住基カード向け公的個人認証サービス電子証明書」について
・平成27年12月22日（火）17：00をもって、住基カード向けの電子証明書の新規発行、更新は終了

させていただきます。

電子申告などをご利用の方で、更新が必要な方は、お早めに手続きください。

なお、現在電子証明書の発行を受けている方におかれましては、住基カードと同様に電子証明書の

有効期限満了まで引き続きご利用できます。

・また、暗証番号入力誤りなどによりロックがかかった場合の窓口対応は、12月23日～1月3日まで

（予定）行うことができませんので、ご了承ください。

・平成28年1月から申請者に対して交付される「個人番号カード」にも同様の電子証明書の機能が搭

載されますので、希望される方は申請を行ってください。

マイナンバー・法人番号の詳細はこちら
　内閣官房マイナンバー制度ホームページ　http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
　☎0570（20）0178　
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教育委員会からのお知らせ

第12回対馬市民美術展を開催します!!

問い合わせ 教育委員会　生涯学習課　☎0920（88）2004

問い合わせ 教育委員会　生涯学習課　☎0920（88）2004

○展示作品　洋画・日本画・書道・デザイン・彫塑・工芸・写真
○峰 会 場　場　所　峰地区公民館
　　　　　　期　間　平成28年1月27日（水）～1月31日（日）
○厳原会場　場　所　対馬市交流センタ－
　　　　　　期　間　平成28年2月3日（水）～2月7日（日）
○鑑賞時間　２会場とも　9：00～18：00
○主　　催　対馬市教育委員会・対馬市民美術展実行委員会

豊玉町マラソン大会参加者を募集します

問い合わせ 豊玉地区生涯学習センター　☎0920（58）0062

○開 催 日　平成28年2月7日（日）小雨決行
○会　　場　豊玉総合運動公園周辺
○応募条件　市内在住の小学生以上の健康な方
○内　　容　①1㎞コース　小学生1～3年　②2㎞コース　小学生4～6年
　　　　　　③3㎞コース　中学生以上女子・一般男子40歳以上
　　　　　　④4㎞コース　中学生男子　　 ⑤5㎞コース　一般男子（高校生以上）
○申込期限　平成28年1月25日（月）
　※児童生徒は学校経由でお申し込みください。

平成27年度 地域発「ながさき文化のちから」創生事業

対馬・花海荘　演奏会

世界屈指のギタリスト山下和仁氏らが奏でるギターと「旅人の琴」復元
プロジェクトで復元した琴が共鳴する演奏会

　　旅人の琴　復元プロジェクト

　「万葉集」に、天平元年（729）、大宰府長官であった大伴旅人が対馬の結石山の桐

の木で作らせた日本琴を朝廷の藤原房前に贈ったとされる歌が残されています。

　この「旅人の琴」を対馬で復元し様々なアプローチを行うプロジェクトです。

　今年度、対馬しまの文化・芸術活動推進実行委員会を中心にワークショップ参加者で

復元した「旅人の琴」を今回の演奏会に併せて展示します。

○日　　時　平成28年1月17日（日）14：00開演（13：30開場）
○場　　所　花海荘（対馬市上対馬町西泊）
○出　　演　山下和仁・藤家溪子 他

○入 場 料　500円（未就学児入場不可）
○主　　催　長崎県、対馬市、対馬市教育委員会、対馬しまの文化・芸術活動推進実行委員会
○協　　賛　朝陽上対馬の宿　花海荘
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選挙管理委員会からのお知らせ

対馬市長選挙  投票日は、平成２８年２月２８日（日）を予定

問い合わせ 選挙管理委員会事務局　☎0920（53）6111

　平成28年3月27日をもって任期満了となる対馬市長選挙は、2月21日（日）告示、2月28日（日）
投開票の日程で執行する予定です。
　この選挙における立候補予定者説明会を下記日程で開催しますので、立候補を予定されている方は、
出席ください。

■立候補予定者説明会
○日　　時　平成28年1月22日（金）14：00～
○場　　所　対馬市役所　別館第1会議室

水道管の凍結を予防しましょう

　平成23年1月、寒波の影響を受け、水道管の凍結・破裂が至るところで発生し、市民の皆様の生活が

脅かされる事態となりました。        

　水道管の凍結・破裂が同時多発的に発生した場合、水道事業者の復旧活動にも限界があり、凍結が自然

解凍されることでしか解消されない場合もあります。発生後に対応を行うことが容易ではないため、予防

を行うことが肝要です。        

        
　　　　   ・露出した水道管を保護材等を用いて保護する。        

　　　　　・水道管破裂による家屋の損傷予防のため、長期不在の家屋等の

　　　　　　止水栓を閉める。

　また、冬期は雨量が少なく渇水の恐れもあります。できる限りの節水をお願いします。

予防策 

水道局からのお知らせ

問い合わせ 水道局　☎0920（52）0943
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環境政策課からのお願い

多量ごみの出し方に注意してください

　引っ越しや大掃除、庭木のせん定などに伴い一時的に
多量にでるごみは、家庭用ごみ袋で出して頂くと家庭ご
みの収集運搬に支障をきたしますので、直接「対馬ク
リーンセンター（中部・北部中継所）」に搬入していた
だくか、収集運搬許可業者に依頼をしていただくようご
協力をお願いします。

少量排出事業者は登録をしましょう

問い合わせ 市民政策部　環境政策課　☎0920（53）6111

　事業所からでるごみの1回の排出量が2袋以下であれば「少
量排出事業者登録」をして事業系指定ごみ袋で出すことがで
きますので登録をお願いします。
※事業所からでるごみは事業系一般廃棄物となるため家庭用
　ごみ袋では出せません。

待機電力（テレビ等）
　リモコンで電源をOFFにして
も少量の電気が使われています。
寝る時や長時間外出する時は、
主電源を切りましょう。

電気ポット
　不要な保温は避け、必要
な時に必要な分だけ沸かし
ましょう。使わない時はプラ
グを抜きましょう。

温水洗浄便座
　つけっぱなしは大きな無
駄。使用するときは温度を
低めに設定しましょう。

照明
　こまめな消灯は省エネの
基本。誰もいない部屋の電
気は消しましょう。高効率ラ
ンプへの取替も効果的です。

財布と地球にやさしい冬を

　冬期は暖房の使用などにより、夏期とならんで電力の使用量が大きくなる季節です。

　対馬は本土の電力系統から独立した化石燃料による内燃機関で発電を行って

いるため安定した電力の供給が見込まれていますが、生活・経済活動に影響が

でない範囲での節電にご協力ください。

【特に節電にご協力いただきたい期間・時間帯】

　○期　間　12月～3月までの平日

　○時間帯　8：00～21：00

エアコン
　衣服などで調節して、設定
温度は控えめに。タイマー
を上手に使ったりして無駄
のないよう工夫しましょう。

冷蔵庫
　詰め込み過ぎは冷気の流れが
悪くなって、エネルギーの無駄。
設定温度は適切に。熱いものは
冷ましてから入れましょう。

未来創造・交通政策課からのお知らせ

問い合わせ しまづくり戦略本部　未来創造・交通政策課　☎0920（53）6111
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私
た
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憲
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十
条
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。
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、
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組
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ま
せ
ん
。
し
か
し
、
税

金
が
な
い
生
活
を
考
え
て
み
る
と
、

税
金
の
果
た
す
役
割
は
と
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て
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。
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。
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税
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。

　
今
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、
感
じ
る
こ
と
の
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、
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金
の
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を
忘

れ
ず
、
今
後
の
人
生
を
送
っ
て
い
き

た
い
で
す
。
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【相談事例】
　インターネットで「お試し価格」として販売される健康食品を1回だけ注文したつもりが、新たに商
品が届いたので業者に確認したところ定期購入の契約になっており、代金を請求された。業者に解約
を申し出ると「4回の定期購入が条件になっている」と断られた。業者のウェブページを確認すると
「購入時に定期購入が条件」と小さな文字で記載されていた。業者から「４回目の商品発送後でない
と解約手続きはできない」と言われた。解約できないのか。

【消費者アドバイス】
　インターネットでの商品購入は通信販売にあたり、クーリング・オフの対象外となっています。し
かし、通信販売では広告に対して返品制度等について一定の表示する事になっているので、返品可能
な場合もあります。但し、返品制度についての表示がない場合には、商品が消費者の下に届いてから8
日間、返品可能となっています。ただし、返品にかかる費用は購入者の負担となります。

要チェック！ 消費者トラブルに巻き込まれる前に

～消費者トラブルに関する事例やアドバイスをご紹介します～

インターネットの「お試し価格」契約条件トラブルにご注意を!!

対馬市役所1階
観光交流商工課内
☎0920（52）8322

　購入する際は、業者のウェブページを確認後、納得してから購入をして下さい。業者は
「確認していなかった」との理由での解約は難しいと思われます。困った事があった際は
一人で悩まず対馬市消費生活相談所もしくは長崎県消費生活センターにご相談ください。
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年金コーナー年金コーナー
～新成人の皆さんへ～　20歳になったら国民年金

○日時　1月13日（水） 13：30～17：00
　場所　美津島行政サービスセンター会議室
○日時　1月14日（木） 9：00～17：00
　場所　対馬市役所　別館会議室
★年金相談は予約制です。
★予約受付期限 1月8日（金）まで（期限厳守）

《長崎北年金事務所の出張年金相談》

予約先 ☎095（861）1387

　国民年金は、年をとったときやいざというときの生活を、現役世代みんなで支えようという考えで作
られた仕組みです。
　具体的には、若いときに公的年金に加入し保険料を納め続けることで、年をとったときや、病気やケ
ガで障がいが残ったとき、家族の働き手が亡くなったときに、年金を受け取ることができる制度です。

◎将来の大きな支えになります
　　国民年金は20歳から60歳までの人が加入し、保険料を納める制度です。
　　国が責任をもって運営するため、安定していますし、年金の給付は生涯にわたって保障されます。

◎老後のためだけのものではありません。
　　国民年金には、年をとったときの老齢年金のほか障害年金や遺族年金もあります。
　　障害年金は、病気や事故で障がいが残ったときに受け取れます。また遺族年金は、加入者が死亡した
　　場合、その加入者により生計を維持されていた遺族（「子のある配偶者」や「子」）が受け取れます。

☆収入等がなく保険料の支払いが困難な場合は「学生納付
　特例制度」（学生のみ）、「若年者納付猶予制度」（30歳未
　満）などの保険料納付猶予制度があります。
　　詳しくは、年金事務所へお問い合わせください。

【問い合わせ】

　日本年金機構長崎北年金事務所　☎095（861）1354

国民年金のポイント


